
 
 

議案第97号 

 

   北上市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準条例の一部を改正する条例 

 

 北上市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準条例（平成26年北上市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員） 

第23条 ［略］ 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士

又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認め

る者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) ［略］ 

(2) 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第４号のいず

れにも該当しない者 

３ ［略］ 

（職員） 

第23条 ［略］ 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士

又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認め

る者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) ［略］ 

(2) 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第３号のいず

れにも該当しない者 

３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和２年２月19日提出 

北上市長 髙 橋 敏 彦       

 

提案理由 



 
 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正をし

ようとするものである。 


